
 
 

 
放課後、保護者が仕事などで昼間家庭にいない小学校低学年の児童を対象に、適切な

遊び・生活の場を与えて、生活指導を行うなど健全育成を目的としています。児童館や小学

校の余裕教室等を利用して運営しています。  
◎厚田の地域においては、市の直営で引き続き実施し、浜益の地域については要望

に応じて行ないます。  

 
子どもたちに健全な遊びを通し、その健康を増進させ、情操を豊かにすることを

目的とする児童厚生施設です。現在、市内に児童館が４か所、ミニ児童館（児童館

類似施設）が２か所あります。  
幼児開放事業：小学生が利用しない時間帯を利用して、乳幼児とその保護者を対

象に児童館を開放しています。利用は、無料です。  
◎厚田・浜益の地域においては、地域の実情・要望に応じて、余裕教室などを利用

してミニ児童館形式で行ないます。  
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地域子育て支援センター 
・子育て相談  ～電話や面談で子育てについての相談を受けつけています。  
・子育てサロン  ～  絵本や遊具を用意しています。  
・絵本の貸し出し  ～  お子さん向けの絵本や育児書を用意しています。  
・よちよちサロン  ～  １歳半までのお子さんと保護者の方、おしゃべりを楽しん

だり、保育士と一緒に遊びます。  
◎厚田・浜益の地域においては、地域の要望に応じて、出張、派遣といったサ

テライト方式により行ないます。  

こども相談センター～次の内容のさまざまな悩みについての相談 
・家庭児童相談  ～  家庭内での子どもの養育、しつけ、虐待など  
・母子家庭等相談  ～  母子家庭等の各種相談や母子・寡婦世帯への貸付及び助産、

母子生活支援施設の入所など  
・就学児童相談  ～  子どもの学校生活（いじめ、人間関係…）、非行・不登校など
◎厚田・浜益の地域においては、電話相談、状況に応じ年に数回の出張相談などを

行ないます。  

子育て支援（第 9回現況調書 107頁）

こども発達支援センター 
  子どもの障害や発育の心配のあるお父さん・お母さんを応援します。  
・集団指導  ～  遊びを通して全体発達をうながしたり、集団生活に適応すること

ができるようにします。  
・個別指導  ～  個々の発達段階にあわせて、保育士・言語聴覚士・指導員・理学

療法士・作業療法士などが指導計画をたて、援助します。  
・相  談  ～  子どもの発達について心配や不安のある方を対象に、専門スタッフが

育児についての相談を行っています。  
◎厚田・浜益の地域の方は、これまで当別町にある施設でサービスを受けていま

したが、石狩にある施設を利用することができるようになります。  

療 育（第 9回現況調書 108頁）

相談窓口（第 9回現況調書 110頁）

児童館（第 9回現況調書 106頁）

放課後児童健全育成事業（第 9回現況調書 104頁） 
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新市における少子化対策（独自事業）
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